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■第１１９回通常議員総会��

　・平成２３年度主要事業のポイントと予算��
■相談所だより  ～東日本大震災編～��

　（１）東北地方太平洋沖地震に関する�

　　   特別相談窓口を開設中��

　（２）東北地方太平洋沖地震特別対策融資／��

　　   災害貸付のご案内��

　（３）各種助成金の支給申請をお考えの��

　　   事業主の方へ��

　（４）雇用調整助成金��

■リレー随想（その１３６）��

�

■会員探訪��

■会議所インフォメーション��

■国・県・市等からのお知らせコーナー�

　日立商工会議所では、業種や企業規模を問わずより多くの
方々の力を結集して、日立市の産業・経済の発展と、魅力ある
街づくりを行なっています。まだ商工会議所に未加入の事業
所の方がいましたら、是非ご紹介ください。�

今こそ、商工会議所を活用しよう！！�今こそ、商工会議所を活用しよう！！�

会員増強運動展開中�
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総
会
は
、
秋
山
会
頭
の
挨
拶
（
別

記
）
、
来
賓
代
表
の
樫
村
千
秋
日

立
市
長
、
茅
根
茂
彦
日
立
市
議
会

議
長
か
ら
の
祝
辞
の
後
、
議
事
に

入
り
ま
し
た
。�

　
審
議
で
は
、
平
成
23
年
度
事

業
計
画
（
案
）
、
平
成
23
年
度
一

般
会
計
収
支
予
算
（
案
）
と
平
成

23
年
度
中
小
企
業
相
談
所
、
法

定
台
帳
関
係
費
、
特
定
退
職
金
共

済
、
退
職
給
与
積
立
金
の
４
つ
の

特
別
会
計
の
収
支
予
算
（
案
）、
平

成
23
年
度
借
入
限
度
額
（
案
）
決

定
の
件
を
順
次
審
議
し
原
案
通

り
承
認
し
ま
し
た
。�

　
新
年
度
は
、「
産
業
の
活
性
化

に
向
け
て
新
た
な
船
出
を
し
よ
う
」

を
ス
ロ
ー
ガ
ン
に
掲
げ
、
中
小
・

小
規
模
企
業
の
経
営
支
援
、
部
会
・

委
員
会
の
運
営
推
進
、
運
営
基
盤

強
化
を
重
点
活
動
方
針
と
し
て

従
来
の
事
業
と
新
規
事
業
を
組

み
合
わ
せ
て
事
業
を
展
開
し
ま
す
。

こ
れ
ら
の
事
業
執
行
に
伴
う
予

算
は
、
６
億
９
千
万
円
と
な
っ
て

い
ま
す
。�

新年度の事業と予算を承認�

第119回 通常議員総会を開催��
第119回 通常議員総会を開催��

　３月 29日、当所で秋山会頭はじめ役員・議員 69

人（内委任状出席者 23人）が出席して、新年度の事

業と予算を決める通常議員総会を開催しました。�

産
業
の
活
性
化
に
向
け
て
新
た
な
船
出
を
し
よ
う�

会
頭
挨
拶
の
概
要�

　
東
日
本
大
震
災
の
復
旧
作
業
で

多
忙
を
極
め
る
中
、
日
立
市
長
樫

村
千
秋
様
、
日
立
市
議
会
議
長
茅

根
茂
彦
様
を
は
じ
め
多
数
の
ご
来

賓
の
皆
様
、
そ
し
て
役
員
・
議
員

の
皆
様
に
ご
出
席
い
た
だ
き
、
心

か
ら
厚
く
お
礼
申
し
あ
げ
ま
す
。�

　
去
る
３
月
11
日
の
午
後
２
時

46
分
、
宮
城
県
沖
で
発
生
い
た
し

ま
し
た
マ
グ
ニ
チ
ュ
ー
ド
９
．０
の

大
地
震
は
、
東
北
地
方
か
ら
関
東

地
方
ま
で
の
広
い
範
囲
に
、
過
去

に
例
の
な
い
未
曾
有
の
被
害
を
も

た
ら
し
ま
し
た
。
改
め
て
、
被
災

者
、
被
災
地
の
皆
様
に
心
か
ら
お

見
舞
い
申
し
あ
げ
ま
す
。
そ
し
て
、

３
，４
０
０
の
会
員
の
皆
様
方
に
も
、

重
ね
て
お
見
舞
い
を
申
し
あ
げ
ま

す
。
一
日
も
早
い
復
旧
を
ご
祈
念

申
し
上
げ
る
次
第
で
す
。�

　
今
回
の
震
災
発
生
後
は
、
特
に

津
波
の
被
害
が
甚
大
で
あ
っ
た
海

岸
地
区
に
職
員
を
向
け
て
、
被
害

の
実
態
把
握
に
努
め
ま
し
た
。�

　
職
員
の
報
告
を
聞
き
ま
す
と
、

河
原
子
海
岸
の
防
波
堤
が
崩
落
し

た
り
、
海
沿
い
の
ホ
テ
ル
や
民
宿

が
崩
壊
し
た
現
場
を
見
て
、
初
め

て
目
に
す
る
津
波
の
恐
怖
に
思
わ

ず
立
ち
す
く
ん
だ
と
話
し
て
お
り

ま
し
た
。
も
ち
ろ
ん
、
被
害
は
海

岸
地
域
に
止
ま
ら
ず
、
全
市
的
な

規
模
で
道
路
の
崩
壊
、
家
屋
や
電

柱
の
倒
壊
な
ど
が
発
生
い
た
し
ま

し
た
。
特
に
、
電
気
、
ガ
ス
、
水

の
い
わ
ゆ
る
ラ
イ
フ
ラ
イ
ン
が
完

全
に
ス
ト
ッ
プ
し
、
市
民
は
い
ま

だ
か
つ
て
な
い
不
便
な
生
活
を
強

い
ら
れ
ま
し
た
。
幸
い
、
関
係
者

の
懸
命
の
努
力
に
よ
り
、
現
在
は
、

ほ
ぼ
回
復
い
た
し
ま
し
た
が
、
我
々

の
生
活
が
脆
弱
な
基
盤
の
上
で
成

り
立
っ
て
い
る
こ
と
を
改
め
て
痛

感
い
た
し
ま
し
た
。�

　
一
方
、
福
島
第
１
原
発
の
原
子

炉
事
故
も
、
想
定
外
の
連
続
で
、

チ
ェ
ル
ノ
ブ
イ
リ
や
ス
リ
ー
マ
イ

ル
・
ア
イ
ラ
ン
ド
の
事
故
を
思
い

出
し
た
の
は
、
私
だ
け
で
は
な
い

と
思
い
ま
す
。
地
震
の
被
害
よ
り

も
深
刻
な
も
の
と
い
わ
ざ
る
を
得

ま
せ
ん
。�

　
当
所
と
い
た
し
ま
し
て
も
、
被

災
さ
れ
た
会
員
の
支
援
に
向
け
て

動
き
出
し
て
お
り
ま
す
。
国
、
茨

城
県
、
日
立
市
と
連
携
し
て
、
緊

急
支
援
の
制
度
融
資
の
斡
旋
を
ス

タ
ー
ト
さ
せ
ま
し
た
。「
工
場
は
大

丈
夫
だ
が
、
機
械
が
ダ
メ
に
な
っ

た
。」「
材
料
が
使
え
な
く
な
っ
た
。」

な
ど
、
多
く
の
声
が
寄
せ
ら
れ
て

お
り
ま
す
の
で
、
で
き
る
限
り
資

金
需
要
に
応
え
て
ま
い
り
た
い
と

考
え
て
お
り
ま
す
の
で
、
関
係
機

関
の
皆
様
の
一
層
の
ご
支
援
を
賜

り
ま
す
よ
う
お
願
い
申
し
あ
げ
ま

す
。�

　
ま
た
、
今
回
の
震
災
の
影
響
で
、

日
立
駅
新
駅
舎
の
竣
工
記
念
式
典

や
、
50
回
目
を
迎
え
る
は
ず
で
あ

り
ま
し
た
日
立
さ
く
ら
ま
つ
り
が

中
止
と
な
り
ま
し
た
。
大
変
残
念

で
は
あ
り
ま
す
が
、
今
は
、
国
を

挙
げ
て
こ
の
難
局
に
立
ち
向
か
わ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
重
大
な
時

期
で
あ
り
ま
す
。
日
本
人
の
英
知

と
底
力
を
結
集
し
て
、
必
ず
や
、

見
事
に
立
ち
直
る
時
が
く
る
と
信

じ
て
お
り
ま
す
。�

　
こ
れ
か
ら
も
、
ま
だ
ま
だ
艱
難

辛
苦
の
日
々
が
続
き
ま
す
が
、
本

日
ご
参
会
賜
り
ま
し
た
皆
様
方
と

の
連
携
を
強
化
し
、
活
力
あ
る
地

域
産
業
振
興
と
会
員
事
業
所
の
経

営
支
援
に
努
め
て
ま
い
り
ま
す
の

で
、
よ
り
一
層
の
ご
支
援
、
ご
協

力
を
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。�

　
本
日
は
、
平
成
23
年
度
の
事
業

（
案
）
と
収
支
予
算
（
案
）
な
ど
７
議

案
を
ご
協
議
い
た
だ
き
ま
す
の
で
、

皆
様
方
に
は
、
議
事
の
円
滑
な
進

行
に
つ
き
ま
し
て
ご
協
力
く
だ
さ

い
ま
す
よ
う
、
よ
ろ
し
く
お
願
い

申
し
あ
げ
ま
す
。�
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平成23年度 主要事業のポイントと予算�

�

（1）中小・小規模企業経営支援�

①制度金融による資金調達支援�

②経営力強化支援（経営ワンストップ相談会の

実施）�

③経営革新、創業支援�

④緊急経済対策への迅速な対応�

�

　�

（1）商業部会運営推進�

①商店街活性化の支援　②個店魅力向上支援�

③販促強化支援�

（2）工業部会推進�

①日立地区産業支援センターとの連携強化　�

②販路開拓支援　③ものづくりへの取組み�

④人材活用・キャリア教育支援�

⑤技術向上支援事業�

（3）建設業部会運営推進�

①新技術・新素材の研究（先進技術の研究、建設

用新素材の情報提供）�

②経営活性化への支援�

（4）金融財務業部会運営推進�

①会員企業の経営力強化支援（金融商品の普及

啓発）�

②部会員間の情報交換�

（5）観光環衛業部会運営推進�

①地域資源の有効活用�

②食文化による賑わい創出事業�

（6）交通運輸業部会運営推進�

①経営環境適応支援（環境問題・ＥＶ等経営環境

変化の情報収集発信、ＣＳＲ等社会事業事例研究）�

②関係業界との連携推進�

（7）文化産業部会運営推進�

①親睦事業の継続�

②部会員間の情報交換（部会共催によるセミナー

の提案実施）�

�

（Ａ）運営委員会運営推進�

　①運営に関する総括的課題研究�

（Ｂ）会員サービス委員会運営推進�

　①会員福祉事業研究と実施�

（Ｃ）産業振興対策委員会運営推進�

　①地域振興に関する研究（次世代エネルギーに

　　関する調査研究）�

（Ｄ）情報化委員会運営推進�

　①情報提供機能の強化（かいぎしょＮＥＷＳ市

　　民版（Ａ３判化）の発行�

　②地域情報メディアの活用�

（Ｅ）観光委員会運営推進�

　①観光関連事業の研究推進（カンブリア紀資源

　　活用調査研究）�

　②関係団体との連携推進�

（Ｆ）特別委員会運営推進�

　①国際交流事業推進　②地域ブランド事業支援�

�

�

（1）会議所基盤強化事業の促進�

　①提言、要望活動の強化　②財源確保の強化�

　③女性会、青年部の育成　④各業界団体との

　　　　　　　　　　　　　　連携強化�

�

2 部会・委員会の運営推進�

3 運営基盤の強化�

1 経営基盤強化支援�

平成23年度収支予算総括表� 平成23年度収入総予算額� 平成23年度支出総予算額�

一般会計�
215,900  31%�

中小企業相�
談所特別会�

14%�

法定台帳関係費特別会計 �

特定退職金�
共済特別会計�
376,000�
54%�

 �

事業費�
82,610�
12%�

給与費�
128,980�
19%
�

事務費�
9,590�
1%

�

会館�
運営費�
20,500�
3%�

情報管理費�
2,750   0%�

公課分担金�
9,800  １%�

共済事業給付金�
223,000�
32%�

繰出金�
183,380�
27%

�

その他�
30,600�
5%�

5,110  １%
計 94,200

会費 78,000 �
11%� 負担金�

4,900�
1%�

事業収入�
100,400�
15%�

 �

交付金�
78,270  11%�

共済掛金・�
給付金受入 �

367,400  53%� �

雑収入�
1,200�
0%�

繰入金�
25,530�
 4%

繰越金�
35,510�
5%�
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■相談時間　午前９時から午後５時まで�

　　　　　　（平日のほか当面の間は土・日・祝日も実施します）�

■会　　場　日立商工会議所会館�

■問 合 せ　当所中小企業相談所�

�

22－0128TEL

東北地方太平洋沖地震により多大な被害を受けた地域に�
おける申告等の期限延長措置について�

　今般の地震が所得税・贈与税の申告・納付の期限（3月15日）が差し迫っている中で

発生したことにかんがみ、当面の対応として、多大な被害を受けているとの報道がある以下の地域の納税者

に対して、国税通則法第11条に基づき、国税に関する申告・納付等の期限の延長を行いました。�

当所でも、随時申告相談に応じていますので、お気軽にお越しください。 問合せ　経営相談課�

　この地域に納税地を有する納税者につきましては、東北地方太平洋沖地震がおきた平成23年 3月 11日

以後に到来する申告等の期限が、全ての税目について、自動的に延長されることとなります。なお、申告等

の期限をいつまで延長するかについては、今後、被災者の状況に十分配慮して検討していくこととしてい

ます。�

　当所では、３月11日に発生した東日本大震災に関する相談窓口を

設置し、中小・小規模事業者からの経営相談や融資に関する相談に応じています。�

●従業員数が20名以下（卸・小売・サービス業は５人以下）の個人事業所�

●税理士の関与を受けていない事業所�

問合せ　当所経営相談課�

　当所では、小規模事業者を対象に日計表のつけ方や従業員の源泉徴収の方法、確定申告

の仕方などのお手伝いをしています。�

　この事業は、担当者が事業所の都合に合わせて訪問し、経営者（またはご家族）が記帳

や税務について理解し、ご自身で決算や申告が出来るように行っているものです。�

申し込み�
対　象�

東北地方太平洋沖地震災害に�
関する特別相談窓口を開設中�
東北地方太平洋沖地震災害に�
関する特別相談窓口を開設中�
東北地方太平洋沖地震災害に�
関する特別相談窓口を開設中�

青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県�

期間は原則3年間�新規記帳指導を希望する事業所を募集します�新規記帳指導を希望する事業所を募集します�新規記帳指導を希望する事業所を募集します�

1.85 （平成23年4月1日現在）� 1.95 （平成23年4月1日現在）�

※どちらも年利1.0％の利子補給が受けられます。申込み・問合せはお近くの金融機関または当所経営相談課まで�

〜
東
日
本
大
震
災
編
〜�

その1
東北地方太平洋沖地震特別対策融資のご案内�
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　茨城県では、東日本大震災により被害を受けた中小企業の皆様の災害復旧や経営安定化のための

融資制度をご案内しています!!

融資概要�

（1）市町村長から東日本大震災に係る罹災証明をうけたもの�

（2）東日本大震災の影響により地震発生後１か月当たりの平均受注高もしくは平均売上高が、前年同

　　期比で５％以上減少しているもの又は５％以上の減少が見込まれるもの�

◆災害貸付の概要�
・対象者�
　平成23年東日本大震災により被害を受けた方で、次
のいずれかに該当する方�

　①事業所または主要な事業用資産について、全壊、
流出、半壊、床上浸水その他これらに準ずる損害を
受けた旨の証明を市町村等から受けた方（直接被
害者）�

　②前①以外の方で、売上の減少、取引先が被災したた
め発生した売掛金の固定化等、災害が発生したこと
により、間接的に被害を受けた方（間接被害者）�

・資金使途�
　被災によって生じた損害を復旧するために必要な運
転資金および設備資金�

・ご融資額（ご融資限度額の特例）�
　各融資制度ごとのご融資限度額に１災害につき�
　 3,000万円を加えた額�
・ご返済期間（据置期間）�
　普通貸付：10年以内（据置期間２年以内）�
　普通貸付以外：各融資制度に定められたご返済期間・
据置期間�

・利率（平成23年３月14日現在）�
　①罹災証明書等を受けられた直接被害者及び間接被
　害者：当初３年間1.35％（特災利率）�

　②①以外の間接被害者：各融資制度に定められた利率�
�
 �
 ◆問合せ：日本政策金融公庫日立支店  24－2451

東日本大震災により損害を受け、経営の安定化に支障をきたしている県内に�

事業所を有する中小企業者等�

�

※年利1.10％の利子補給が受けられます。申込み・問合せは当所経営相談課まで�

東北地方太平洋沖地震災害に�
関する特別相談窓口を開設中�
東北地方太平洋沖地震災害に�
関する特別相談窓口を開設中�

新規記帳指導を希望する事業所を募集します�新規記帳指導を希望する事業所を募集します�

1.95 （平成23年4月1日現在）�

災害貸付のご案内�災害貸付のご案内�
�　日本政策金融公庫では、３月11日付けで、このたびの災害により

被害を受けた中小企業者等のみなさまを対象とした「平成２３年東
北地方太平洋沖地震災害に伴う災害貸付」の取扱を開始しました。�

融資限度額�
設　備　資　金　　8 , 0 0 0万円�
運　転　資　金　　8 , 0 0 0万円�
設備・運転併用　　8 , 0 0 0万円�

運　転　資　金　　8 , 0 0 0万円�

運　転　資　金　　10年以内（据置２年以内）�
設　備　資　金　　10年以内（据置３年以内）�
運　転　資　金　　10年以内（据置２年以内）�
設備・運転併用　　10年以内（据置２年以内）�

３年以内　　　　　１.２％�
３年超５年以内　　１.３％�
５年超７年以内　　１.４％�
７年超１０年以内　 １.５％�

３年以内　　　　　１.２％�
３年超５年以内　　１.３％�
５年超７年以内　　１.４％�
７年超１０年以内　 １.５％�

上記（１）の対象者� 上記（２）の対象者�

融資（据置）�

期　　　間�

融 資 利 率�

保　証　料� ０.７％（県が全額補助）� ０.４５％～１.９％（うち県が５割補助）�

�問合せ：経営相談課�

その2
東北地方太平洋沖地震特別対策融資のご案内�東北地方太平洋沖地震特別対策融資のご案内�
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　平成23年3月11日に発生した東日本大震災の影響により、公共職業安定所などに来所できず、各種

助成金の支給申請書類などを期限までに提出できなかった（できない）事業主の方も多いと思われます。

以下の助成金については、今回の場合、「天災その他やむを得ない理由」に該当しますので、災害がやん

で支給申請などが可能になった後一定期間内に、その理由を記した書面を添えて提出していただければ、

期限までに支給申請などがあったものとして取り扱います。�

東日本大震災（道路の寸断、書類の紛失など）  により、支給申請などを期限までに提出

できなかった場合でも、�

その理由を記した書面を添えて提出していただければ、期限までに支給申請などが
あったものとして取り扱います。�

支給申請などが可能になった後、一定期間内に�

※いつの時点で支給申請などが可能になったかどうかについては、事業主の方のご事情を踏まえ、判断いたします。�

対象の助成金と、提出できる期間�
支給申請などが�
可能になった日から�

７日以内�

１ヵ月以内�

・育児休業取得促進等助成金　　　　　　　　・介護基盤人材確保等助成金�
・介護未経験者確保等助成金　　　　　　　　・介護労働者設備等整備モデル奨励金�
・建設業新分野教育訓練助成金　　　　　　　・建設業離職者雇用開発助成金�
・雇用調整助成金（中小企業緊急雇用安定助成金を含む）�
・事業所内保育施設設置・運営等助成金　　　・受給資格者創業支援助成金�
・障害者就業・生活支援センター設立準備助成金�
・障害者初回雇用奨励金（ファーストステップ奨励金）�
・精神障害者雇用安定奨励金　　　　　　　　・地域雇用開発助成金�
・地域再生中小企業創業助成金　　　　　　　・中小企業子育て支援助成金�
・中小企業雇用安定化奨励金　　　　　　　　・通年雇用奨励金　�
・特定求職者雇用開発助成金　　　　　　　　・特例子会社等設立促進助成金　�
・難治性疾患患者雇用開発助成金　　　　　　・派遣労働者雇用安定化特別奨励金�
・発達障害者雇用開発助成金　　　　　　　　・労働移動支援助成金�

・既卒者育成支援奨励金�
・３年以内既卒者（新卒扱い）採用拡大奨励金�
・３年以内既卒者トライアル雇用奨励金�
・試行雇用奨励金（トライアル雇用奨励金）�
・実習型試行雇用奨励金・実習型雇用奨励金・正規雇用奨励金�
・若年者等正規雇用化特別奨励金�
・精神障害者等ステップアップ雇用奨励金及びグループ雇用奨励加算金�

助　成　金　名　称�

詳細は、事業所の�
管轄する都道府県�
労働局または�
ハローワークに�
お問合せください。�

各種助成金の支給申請をお考えの事業主の方へ�
その3


